
交通安全特定事業計画策定
（大阪府公安委員会）

　吹田市では、平成13年度（2001年度）から「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」（通称：交通バリアフリー法）に基づき、市内14駅すべての駅周辺地区の基
本構想を策定いたしました。平成18年（2006年）3月に策定した桃山台地区の基本構想をもとに、平成21年（2009年）6月に吹田市が管理者となる歩道（市道）の道路特定事業計画（桃山台地区）を作成し、
この計画に基づき、だれもが安全で安心して移動できるよう事業実施を進めていきます。

【桃山台駅周辺イメージ図】

○特徴的な課題
　
　　桃山台地区は丘陵地に位置しています。その中でも桃山台駅の改札階は、地上を通る新御堂筋（国道
　423号）の側道と地下を走る新御堂筋の本線の間の狭いスペースに位置するため、駅構外から改札階、
　ホームへの通路に垂直移動が多くなっています。車いす利用者の移動経路としては駅の東口からホーム
　までの階段昇降機が整備されてはいますが、高齢者などにとっては階段しかなく、駅構外から改札口ま
　での長い距離を移動する必要があります。

○特徴的な整備方針

　　桃山台駅は既存の駅舎におけるバリア
　フリー化整備ができないため、桃山台橋
　の北側に新たな駅舎を設けることとなり
　ました。駅利用者の安全を確保するため、
　新駅舎を橋上化し、新御堂筋を横断する
　連絡通路橋により歩行者の安全確保及び
　乗降客の利便性を向上させることになり
　ました。吹田市では、既存の歩道橋と新
　駅舎を結ぶ連絡歩道橋やエレベーターを
　設置するなど駅だけでなく、駅周辺も含
　め関係機関と協力しながら一体的にバリ
　アフリー化を進めていきます。
　

●桃山台地区の概要

■駅等の旅客施設及びその周辺地区を重点的に整備する地区として指定
■旅客施設、道路等について、バリアフリー化するための基本的な考え方や基本方針等

平成18年3月　桃山台地区交通バリアフリー基本構想策定（吹田市・豊中市）

事業実施計画

・北大阪急行電鉄株式会社
・阪急バス株式会社

公共交通特定事業計画策定
（公共交通事業者）

公共交通特定事業の実施
（公共交通事業者）

道路特定事業計画策定
（道路管理者）

道路特定事業の実施
（道路管理者）

・豊中警察署
・吹田警察署

交通安全特定事業の実施
（大阪府公安委員会）

特定事業計画に基づき、各事業者が事業実施
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●桃山台地区のバリアフリーの取り組み

・大阪府
・豊中市
・吹田市

交通安全特定事業計画策定
（大阪府公安委員会）

用語の解説

※１ 特定経路：特定旅客施設と高齢者や身体障がい者等がよく利用する施設（以下「主な施設」とする）を結ぶ主な経路を

　　　位置づけたものです。平成22年（2010年）を目標に、誰もが安全で安心して移動できる歩道のバリアフリー基準を満た

　　　すよう整備を進めます。

※２ 準特定経路：特定旅客施設と主な施設を結ぶ経路のうち、現状のまちなみや地形的制約等により部分的にバリアフリー

　　　基準を満たす事が困難な経路を位置づけたものです。中長期的には基準に近づけるよう努めながら整備を進めます。
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重点整備地区

市境界

特定経路（市管理道路）

特定経路（府・豊中市管理道路）

準特定経路（市管理道路）

歩行空間ネットワーク（豊中市管理道路）

その他経路（市管理道路）

駅舎連絡通路橋（北大阪急行電鉄株式会社）

商業施設

公園

桃山台地区

豊中市

吹田市

全体
・歩道横断勾配（車両乗入部を含む）の調整
・横断歩道等との切下げ部に平坦部を設置
・視覚障がい者誘導用ブロックの整備

竹見台1号線
・側溝の蓋かけ
・車道幅員5mを確保し、
　路面標示で歩道機能を確保

桃山台4号線
・車道幅員5mを確保し、
　路面標示で歩道機能を確保

桃山台専用5号線
・横断歩道部側溝蓋の改良
・横断歩道部視覚障がい者
　誘導用ブロックの設置

竹見桃山線
・西側の歩道整備
・照明柱の移設

竹見桃山専用1号線
・手すりの設置
・エレベーターの設置

竹見桃山専用1号線連絡歩道橋
・連絡歩道橋の架設

竹見台専用2号線
・歩道横断勾配の調整

桃山台1号線（駅前広場）
・既存スロープの改良
・エレベーターの設置

【吹田市の事業計画概要】

連絡歩道橋（その他経路）
○延　長　　約  L=30.0ｍ 
　[桃山台駅舎連絡通路橋　～
　　竹見桃山専用１号線(桃山東橋)]
○幅　員　　W=3.00ｍ

エレベーター
○設置数　  ２基
　・竹見桃山専用１号線(桃山東橋)
　・桃山台１号線(桃山西橋)

●桃山台駅周辺のバリアフリー化整備


